
建設業許可・経営事項電子申請システムの概要

電子申請の
導入目的

 建設業の働き方改革推進の一環として、申請者・許可行政庁の事務負担を軽減し、生産性の向上を図る。

 新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備する。
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電子申請者

建設業許可・経営事項審査電子申請システム CIIS

①申請書類作成

通知書を受領

②他省庁とのデータ照合

⑧通知書作成

国土交通省
（技術検定合格証明書）

登録経営状況
分析機関

（経営状況分析結果
通知書）

建設業技術者センター
（監理技術者資格者証）

建設業振興基金
（建設業経理事務士
資格者情報）

国土交通省
（監理技術者講習修了証）

④手数料等の支払い

建設業許可の閲覧

認
証

⑨通知書送付

国税庁
（納税情報）

法務省
（登記簿謄本）

③手数料の納付案内

⑥決裁

⑤行政庁にて審
査

経営事項審査結果の公表

その他機関バックヤード連携等

他省庁バックヤード連携等

・・・
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許可行政庁
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⑦申請データ登録
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赤点線囲い部分は
令和5年４月以降の運用開始を想定

在宅勤務者・委託者

インターネット

※既存行政庁システム
連
携
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電子化の対象となる手続の範囲

建設業許可関係 許可申請
（新規許可、許可換え、般特許可、業種追加、更新）

令和５年１月運用開始

変更等の届出

（事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、
営業所の代表者等）

廃業等の届出

決算報告

許可通知書等の電子送付

経営事項審査関係 経営事項審査申請（経営規模等評価、総合評定値）

令和５年１月運用開始再審査申請（経営規模等評価、総合評定値）

結果通知書等の電子送付

■建設業許可・経営事項審査の電子申請システムにおいては、以下の申請手続等について電子的に行え

る機能を令和５年１月に運用することを予定している。

※行政庁毎に運用開始時期は異なる場合がある。

る。



機能の概要【申請者】

申請者

申請書類作成

建設業許可・経営事項審査
電子申請システム

形式的な誤り・不備をチェック

補正、確認資料の追加等を連絡

申請・届出の結果を申請者に通知

自社の情報を参照

通知書を受領

登録免許税・手数料の支払い

閲覧

¥

認
証
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電子的な通知書送付

NG

認証 • 「Gビズ ID」による認証

申請書類
作成

• 各種申請書様式の画面入力による作成
（過去の申請データの引用、各種申請書類作成ソフトに
て作成されたデータの取込み機能も整備）

• 様式のない申請書類のアップロード

• 各種チェック（各項目・関連項目のエラーチェック、申請
書類不備・不足チェック、バックヤード連携チェック）

• 各種申請書類の出力

手数料
納付

• Pay-easyによる納付
• 納付の案内
• 納付状況の管理

受付状況管理

• 受付状況の管理（「作成中」「受付待」「受付：納付待」、
「審査中」、「審査済」「発行済」等）

• エラー内容の通知
• 取下げ

申請履歴管理 • 過去の申請情報の参照

連絡・通知 • 行政庁からの連絡、通知等の表示

通知書出力 • 許可通知書、経審結果通知書等を出力

登録免許税・手数料
の納付案内

 申請者の主な要望等を踏まえ、左記の機能を検討付与。



バックヤード連携等検討状況
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連携情報 連携先 連携対象 連携予定時期 備考

登記事項証明書 法務省 大臣・法人 R5.1～ 知事許可の連携は調整中

納税情報

法人税/所得税 国税庁 大臣・法人/個人 R5.1～

消費税/地方消費税国税庁 大臣/知事・法人/個人 R5.1～

事業税 都道府県 知事・法人/個人 調整中

連携情報 連携先 連携対象 連携予定時期 備考

技術検定合格証明書 国土交通省 全て R5.1～

経営状況分析結果通知書 登録経営状況分析機関 全て R5.1～

監理技術者資格者証 (一財)建設業技術者センター 全て R5.4～

監理技術者講習修了証 国土交通省 全て R5.4～

建設業経理士登録証 (一財)建設業振興基金 全て R5.4～

建設業経理士CPD講習修了証 (一財)建設業振興基金 全て R5.4～

■現時点の想定

 他省庁

 その他機関

連携時期

連携時期





建設業許可・経営事項審査電子申請システム（R5.1～）



経営事項審査におけるＪＣＩＰ利用のメリット




